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立柏小発第６１号 

令和３年３月３日 

立川市教育委員会 殿 

学校名 立川市立柏小学校 

校長名 佐 藤 邦 彦 

 

令和３年度 教育課程について（届） 
 

このことについて、立川市立学校管理運営規則第１２条に基づき、下記のとおりお届けします。 

１ 教育目標 

（１）学校の教育目標 

２１世紀を主体的に生きる、国際的視野に立った、人間性豊かな児童の育成を目指す。 

    ◎ よく考えて実行する子ども （思考力・判断力・表現力等） 

    ○ 心豊かで思いやりのある子ども （多様性を認め、協働していく力） 

    ○ 健康でたくま しい子ど も （挑戦し、最後までやり抜く力） 

（２）学校の教育目標を達成するための基本方針 

【よく考えて実行する子ども（思考力・判断力・表現力等）】 

 ・  「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて、問題解決における「自力解決」や「学び合い」

「振り返る」場面を設定し、学びの質を高めるとともに、ネットワーク型学校経営システムの下、

外部人材の活用や体験的な学習、問題解決的な学習を積極的に展開していく。 

 ・  問題発見・解決能力や協働していく力等の学習の基盤となる資質・能力を身に付けるとともに、

身に付けた知識及び技能を活用して現代的な課題を解決する教科等横断的なカリキュラム・マネジ

メントの充実を図る。 

・  確かな授業力をはじめとする専門的な力量の向上を図るために、柏小授業スタンダードを基に教

師自らが常に授業力の向上に努め、校内研究や各種研修に積極的に取り組む。 

・  各指導計画を確実に実施するために、十分な授業時数を確保し、週ごとの指導計画を活用して適

切な授業内容を実施するとともに、土曜日の活用や夏季休業日を短縮する等、弾力的な教育課程を

編成する。 

 ・  基礎的・基本的な学習内容の確実な定着と生きて働く知識・技能の習得を図るために、習熟度別

指導や地域未来塾事業による放課後補充教室、発展学習など個に応じた指導を充実する。 

・  主体的・対話的で深い学びの実現の基盤となる学級づくりを確立するため、「立川学級力スタンダ

ード」を活用し、子ども同士が学び合う学習環境を整え、授業を充実させる。 

・  教育力向上推進モデル校として、高学年で教科担任制を導入し、児童の学習意欲の向上や学力の

向上を図るとともに、既習事項を活用し伝え合い、学び合う言語活動の充実を図る授業改善を通し

て、言語能力及び思考力・判断力・表現力等の育成を目指す。 

 ・  知識を学び、感性を磨き、想像力を豊かにすることを目指し、学校図書館や学校図書支援員の活

用、図書ボランティアとの連携・協力により、読書活動を推進する。 

・ ＧＩＧＡスクール構想による 1人 1台タブレットＰＣの活用を充実させ、ＩＣＴ機器等を活用した

学習とともにタブレットＰＣを使ってコミュニケーションを図り、児童の学びの保障・児童の居場

所づくりにつなげる。また、プログラミング教育において、プログラミング的思考を育み、技術の

定着を図る。 

【心豊かで思いやりのある子ども（多様性を認め、協働していく力）】 

 ・  共生社会の実現を目指し、年間指導計画に基づく「人権教育プログラム」の活用や全教育活動を

通した人権教育を推進し、自分を大切にするとともに他者も大切にする心情や態度を育てる。また、

幼保小中連携により１２年間を見通した人権教育の充実を図る。 

 ・  「特別の教科 道徳」の授業の充実を図り、いじめのない豊かな人間関係を醸成するために、教

科書を活用して適正に実施するとともに、道徳教育推進教師を中心に教員一人一人が「特別の教科 

道徳」の授業改善を図り、道徳の時間を要として各教科等における道徳教育の充実を図る。 

 ・  共生社会を実現するために、校区内の幼稚園・保育園の園児、ニューカレドニアやサンバーナデ

ィノ市の学生、朝鮮小学校の児童、障害のある方等との交流活動を通して、多様性を受容できる心

情・態度を育てる。 
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・  他者と協働する力を育てるために、児童が目的意識をもって工夫や協力をしていくような特別活

動や各種行事を計画する。 

・  「いじめ防止基本方針」に基づき、いじめや不登校の未然防止・早期発見・早期解決を目指し、

月２回の終礼による共通理解等、教職員が連携・協力し組織的・継続的に対応していく。また、い

じめや不登校、暴力行為等を解消するために、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカ

ー、関係諸機関等との連携を密にし、教育相談機能の充実を図る。 

 ・  自己を見つめ、物事を多面的・多角的に考え、自己の生き方について考えを深める学習の充実を

図る。特別活動や総合的な学習の時間、立川市民科等を充実させ、勤労生産的な活動や自然体験、

福祉体験、ボランティア体験等を通した教育活動を展開する。 

・  日本人としての誇りと自信を育てるために、日本の伝統・文化や東京２０２０オリンピック・パ

ラリンピック等に触れる学習を積極的に取り入れるとともに、「立川市民科」を充実させ、郷土や地

域に愛着をもち、主体的に関わり貢献しようとする心情・態度を育てる。 

【健康でたくましい子ども（挑戦し、最後までやり抜く力）】 

 ・  たくましく生きて、何事にも挑戦し、最後までやり抜く力を育てるために、家庭との連携を緊密

にし、生きる力の基盤となる食や睡眠などの生活習慣の確立を啓発するとともに、食育リーダーを

中心に計画的な食育を推進し、健康の増進を図る。 

・  体力の向上を図るために、オリンピック・パラリンピック教育の推進及び「立川スタンダード２

０～体育・保健体育編～」を活用した体育学習の工夫や体育朝会、体力向上週間の計画的な実施、

外遊びの推奨を行っていく。 

・  生涯にわたりスポーツ・文化・科学・芸術に親しんだり追究したりする心情・態度を育てるため

に、クラブ活動を充実させ、児童の自治的な活動を充実させる。  

[特別支援教育の推進] 

・  多様性を尊重し、共生社会の実現を図るために、一人一人の能力を最大限伸長し、児童一人一人

に適切な指導や必要な支援を行う。特に特別な支援を必要とする児童に関しては、「学校生活支援シ

ート（個別の教育支援計画）」や個別指導計画に基づいて支援するとともに、全教員が特別支援教育

のスキルを向上させ、校内委員会の開催をはじめ、保護者、スクールカウンセラー、スクールソー

シャルワーカー、巡回相談、教育相談等諸機関との連携を密にし、組織的・継続的な指導や支援を

行う。 

・  特別な支援を必要とする児童に切れ目の無い組織的な支援を行うために、幼保小中連携教育の下、

特別支援部会を充実させるとともに、教育支援課等との連携と充実を図る。 

 ・  特別支援教室を設置し、地域・保護者への障害理解教育の推進を図り、共生社会の実現を図る地

域土壌の醸成に努める。 

[社会に開かれた教育課程] 

・  ネットワーク型学校経営システムを推進し、保護者・地域・学校が一体となって児童を育む体制

を構築していくために、各種学校公開やホームページ等、積極的に学校の様子や情報を発信すると

ともに、地域学校協働本部事業による学習支援や漢字検定・算数検定の開催等、保護者や地域の教

育活動への参画を積極的に導入することで、教職員の働き方改革を進めながら、学校の教育目標の

達成を目指す。 

・  コミュニティ・スクールとして、学校運営協議会と地域学校協働本部との連携の下、保護者や地

域と目標を共有し、保護者や地域の力を積極的に導入するとともに、開かれた教育課程を推進して

いく。また、学校関係者評価や学校運営協議会等を生かし、保護者や地域の意見や提案に真摯に耳

を傾け、保護者や地域から愛され信頼される学校づくりに努める。 

・  保護者や地域との連携の下、社会的な規範意識や公共心を身に付けさせるとともに、地域・社会

の一員としての自覚をもたせる。 

・  災害に対する正しい知識を習得させ、自然災害等の危険に対して自らの命を守るための主体的な

心情や態度を育成するために、各種資料の年間指導計画に基づく活用や体験的な活動を教科等横断

的に計画して行う。また、災害安全・生活安全・交通安全の３領域の指導や不審者への対応等、保護

者や警察署・消防署と連携した指導を充実させ、実践的な態度を養う。 

・  情報社会で安全に生活するために「ＳＮＳ東京ノート」「四中校区ＳＮＳルール」等を活用した情

報機器等における適切で安全な利用の仕方や情報モラルを身に付けさせる。 
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２ 指導の重点 
 

（１）各教科、特別の教科 道徳、外国語活動・外国語、総合的な学習の時間、特別活動 
ア 各教科 
①  主体的・対話的で深い学びを追究するために、「立川スタンダード２０」を基に作成した「柏小  

授業スタンダード」に基づく問題解決的な学習や言語活動・読書活動を通じた思考力・判断力・
表現力等の習得・活用・探究を目指した授業を積極的に展開していく。また、ＧＩＧＡスクール
構想での 1人 1台タブレットＰＣの活用の充実を図り、ＩＣＴ機器の効果的な活用を図る。プロ
グラミング教育を推進し、論理的思考力を身に付けさせる活動を充実させる。 

②  各教科における基礎的・基本的な知識・技能を確実に定着させるために、年間指導計画・週ごと
の指導計画に従い、「全国学力・学習状況調査（文部科学省）」等の結果を分析・焦点化し、「授業
改善推進プラン」にまとめ、全職員で活用し、授業改善を図る。算数は朝学習や補充学習等を活用
し、東京ベーシック・ドリルによる基礎・基本の徹底を図るとともに、言語活動を生かした問題解
決学習を通して数学的な思考力・判断力の向上を目指す。 

③  個に応じた指導を充実させるために、習熟度別指導、地域未来塾・学校支援員の活用による補
充発展教室等、指導方法や指導体制の工夫・改善を図る。 

④  体力を向上させ、健康的な生活を送る態度や心情を育てるために、体力向上推進月間を設定す
るとともに、「立川スタンダード２０～体育・保健体育編～」に基づく授業づくりや一校一取組運
動や体力向上推進月間を充実する。また、「東京都統一体力テスト」の結果を分析し、課題を明確
にした上で、体育朝会や体育学習の工夫・改善を図る。今年度開催される東京２０２０オリンピ
ック・パラリンピック大会に向けて、スポーツや伝統・文化に関する関心を高める。また、健康
的な生活を送るために栄養士と連携し、到達目標を明確にした食育の推進を図る。 

⑤  各教科等において、家庭学習推進リーフレットを活用し、家庭と連携しながら家庭学習の習慣
化や充実を図るとともに、適宜挑戦する場面を設けたり、学習目標を設定させたりし、最後まで
やり抜く経験を積ませ、学習意欲の向上、学習習慣の定着を図る。 

イ 特別の教科 道徳 

①  人権尊重の理念を正しく理解させ、自分も他人も大切にする心情や態度、やさしさや相手を思  
いやる心を育成するために、道徳科の時間を適切に確保するとともに、道徳授業推進教師を中心 
に「特別の教科 道徳」の授業改善を図り、教科書や東京都道徳教育教材集を活用し、個々の中 
でせめぎ合いや葛藤が生じる授業、他者の意見を聞き、自己の考え方を再構築する「考え、議論 
する道徳」の授業づくりを行っていく。 

②  いじめのない豊かな人間関係を構築し、規範意識や公共心を育むために、道徳授業推進教師を

中心に校内の指導体制を構築し、「道徳教育の全体計画・年間指導計画」や「人権教育の全体計画・
年間指導計画」の改善及び各種資料の適切な活用を図り、道徳の時間及び全教育活動を通して道
徳教育を推進する。また、一定期間の子どもの変容を基に、適正な評価ができるようにする。 

③  自尊感情や自己肯定感を高めるために、日々の声かけを大切にするとともに、当番活動や委員
会活動、社会奉仕活動等において自己有用感を実感できる場面を積極的に設ける。 

④  道徳授業地区公開講座を通して道徳の授業を公開し、家庭や地域への啓発・連携に努め、児童

の道徳的実践力を高める。 
ウ 外国語活動・外国語 
①  グローバル化の中で他者と協働していく基礎となる力を育むために、外国語活動や外国語の中

核となる教員を中心に全教員等の外国語活動や外国語の指導力向上を図る。指導計画を作成し、
計画的な実施を図る。 

②  ＡＬＴや小中連携外国語活動による中学校外国語教員と連携し、英語によるコミュニケーショ

ンを図ろうとする態度の育成、コミュニケーション能力の基礎を養う効果的な指導に取り組む。 
エ 総合的な学習の時間 
①  力強く生きていく力を育てるために、総合的な学習の時間で身に付けたい力や他教科との関連

を明確にした指導計画を作成し、探究的な学習の過程を大切にした実践を図る。 
②  自ら課題を発見し、解決する力や最後までやり抜く力を育むために、概念的な理解とともに地

域の特性を生かした自然体験や交流活動、福祉体験、ボランティア体験等の体験活動を行い、ゲ

ストティーチャー等の学習支援者を積極的に活用していく。 
③  立川市民科を推進し、立川を愛し、まちづくりに貢献しようとする心情や態度を育成するため

に、四中校区の連携を系統的・計画的に実施していく。 
④  オリンピック・パラリンピック教育やサンバーナディノ市・ニューカレドニア市の留学生との 

   交流を通し、国際理解教育推進を図る。 
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オ 特別活動 
 ①  自治能力や自主性、責任感を育み、充実した学校生活を送れるようにするために、自主的・創

造的に取り組める学級活動や児童会活動を計画・実施していく。 

②  他者との協働する力を育てるために、児童会活動やクラブ活動、縦割り班活動を充実させる。 
③  縦割り班による交流活動やスマイルランドなど異学年活動を充実させ、互いの立場を認め合い

共に学び合い、思いやりをもって協力し合う態度を育てる。  
 

 （２）特色ある教育活動 
①  コミュニティ・スクールとして郷土のまちを愛する心情を育てるために、立川市民科を充実さ 

せ、消防署による救急救命講習、立川シビックプライド、いじめ防止授業、認知症サポーター養 
成講座等、市内にある公的機関や各種事業所等を活用したネットワーク型の学校経営を推進する。

②  立川市民科のねらいであるまちに貢献しようとする児童育成のため、ほたる観賞、玉川上水へ 
の巣箱設置、砂川七番駅・こぶし会館への児童作品の掲示をし、地域貢献を進めていく。 

③  異なる文化や伝統を尊重し、共生社会を実現しようとする心情や態度を育成するために、朝鮮 
  小学校、サンバーナディノ市の留学生、ニューカレドニアの留学生との交流活動や障害のある方 

  々との交流活動を充実させる。 
④  日本の伝統・文化教育を推進し、日本の良さを実感させるために、地域の方をゲストティーチ

ャーとして招き、わらべ唄や手あそび唄、俳句作りを体験させる。オリンピック・パラリンピック
教育の充実を図り、ボランティア精神を培い世界へ目を向ける機会を積極的につくっていく。 

⑤  学力向上を目指し、日々の授業改善を図るために、小学校高学年での教科担任制を取り入れ、
教師の専門性を生かした質の高い授業を行い、児童の学習意欲の向上や学力向上を図る。また、
ステップアップ教室での補充的学習を基礎・基本の定着を図る。 

⑥ ６月「なくそういじめ週間」、１２月「人権週間」の取組として、全児童が標語を作成し人間とし
ての存在や尊厳を尊重し、思いやりに満ちた児童の育成を図る。 

⑦  幼保小連携教育では、５年生による園児とのふれあい体験、１年生との交流活動や授業体験等
を行うとともにスタートカリキュラムを工夫・改善し、小一プロブレムの解消に努める。また、小
小連携教育、小中連携教育では、授業参観・協議会の実施や中学校教員による外国語の授業を行

い、交流・情報共有を図る。 
⑧  心豊かで、創造的な児童を育てるために、読書活動の充実を図る。そのために、年２回の読書旬

間や週 1 回の読書タイムを設定する。さらに、読書の習慣化や読書環境の整備・改善のために読
み聞かせ活動や図書室の整備等を行う。さらに、学校図書や学級文庫の団体貸し出しを活用し、
常に手元に 1冊の本を置き、すき間読書を定着させていく。 

⑨  健やかな体の育成のための指導を充実させ、心身の健康に対する意識の向上を図るために、歯

科衛生士による歯の衛生指導や助産師による命の誕生についての講話等、保健指導の工夫を図る。 
⑩  学校運営協議会との連携、学校評価の取組により、学校関係者評価を取り入れ、よりよい学校

づくりに努めるとともに、学校ホームページを活性化し保護者や地域への情報発信を充実させる。 
 

（３）生活指導 
  ①  人権に対する鋭敏な意識を育て、良好な人間関係を築くことができるようにするために、人権

教育プログラム活用し、気持ちよい挨拶や「ありがとう・ごめんね」が言える児童の育成を重点
目標として取り組む。また、第５学年において弁護士による「いじめ防止授業」や第６学年での
「薬物乱用防止教室」を取り入れ、自己指導能力向上を図る。 

②  社会の変化に伴って多様化する児童の実態を的確に捉えるため個別指導計画・学校生活支援シ
ート（個別の教育支援計画）や登校支援シートを作成し、不登校の要因・学級不適応の解消を図
る。また、教職員一人一人が特別支援教育的なスキルの向上を目指し、研修・自己研鑽に努める。

特別支援委員会を中心に、ネットワーク型学校経営システムの下、サポートチームの編成、サポ
ート会議やケース会議等を活用し、特別な支援を必要とする児童を教職員全体で共通理解し、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、教育相談、巡回指導、子ども家庭支援セン
ター、教育支援課等との連携を緊密にし、立川学校支援員配置等、組織的な支援体制を構築して
いく。また、児童の居場所「おはなしルーム」を充実させ、安心して通える学校づくりに努める。 

③  本校のいじめ防止基本方針の基、教職員一人一人の人権に対する意識を鋭敏にするとともに、 

  終礼や校内委員会を活用し、児童の様子に対し常に共通理解を図る。また、スクールカウンセラ 

  ーや保護者・地域、外部機関との連携を緊密にし、組織的な生活指導体制の強化を図る。さらに、 

    生命尊重の視点に立ち、「ふれあい月間」「いじめ解消・暴力根絶旬間」をはじめとする日々の教
育活動全般を通して、いじめや暴力行為の未然防止を目指すとともに、早期発見・早期解決を心 
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がけていく。また、ＳＯＳの出し方に関する教育を推進し、ＤＶＤ教材等を活用した自殺予防授
業を実施するなど、自殺防止に向けた取組を強化していく。 

④  児童虐待に対する早期発見・早期解決のために、本市子ども家庭支援センターや民生児童委員 

    等の外部との連携を強化するとともに、児童虐待防止研修セット等を活用した早期発見のための

研修を計画的に行い、児童虐待に対する鋭敏な感覚を養っていく。 

⑤  学校危機管理マニュアルを作成し活用するとともに、児童が災害に対する正しい知識と自助・
共助に基づく主体的な実践力を育てるために、「安全教育プログラム」や「防災ノート～災害と安
全～」、「東京防災」等を活用し、安全に対する知識や実践的な心情や態度を育てる。 

⑥  携帯電話やスマートフォン等の所持実態を把握し、ＳＮＳ東京ノートを活用しながら専門家等
の外部講師を招き、情報モラル教育の充実を図る。 

  

（４）特別支援教育 

①  教育支援課と連携し、就学相談、転学相談に関する情報共有を図るとともに、就学支援シート

の活用を促し、児童のニーズに合った適切な支援体制を整えることができるようにする。 

②  特別支援教室キラリの運営にあたり、特別支援教室キラリ教員、特別支援専門員、特別支援コ

ーディネーターとの打ち合わせの時間を毎週設け、効率的かつ効果的な特別支援教育が実施でき

るようにするとともに、個人情報の適正な管理の徹底を図る。 

③  特別支援学校の児童の状況と、在籍校の実態に応じて副籍制度による交流を推進し、相互理 解

を深め、人権意識や人権感覚を高める。 

④  特別支援教育の視点を生かした教員の指導力の向上を図るため、研修会を設けて意識化を図る。 

 

 （５）進路指導 
  ①  キャリア教育では、「立川夢・未来ノート」の活用等を通して、自己肯定感や自己有用感を高め、

将来の夢や希望に向けて努力ができるようにするために、一人一人に寄り添い、あらゆる機会を
捉えて児童を認め励ましていく。 

②  希望をもって中学校に進学できるようにするために、中学校の部活体験や授業体験等、小中連
携教育の各部会において、内容の見直し・改善を図っていく。また、１年生のスタート段階にお
いて、学校生活になじめるようにスタートカリキュラムを活用し、幼保小と連携する機会を積極

的に作っていく。 
③  キャリア教育を充実させるために、キャリア教育的な視点をもって、各教科や立川市民科に取

り組む。小中連携での中学生の職場体験学習の受け入れも積極的に行っていく。 
 

 （６）学校における働き方改革の推進 
  ①  長期休業中の閉庁日の設定や時間外電話対応の軽減を踏まえ、教職員の計画的な休暇の取得を

図るとともに、定時退勤を心がけるよう指導を行い、教職員が健康に職務遂行できるようにする。 
  ②  学校支援員、副校長補佐、スクール・サポート・スタッフ、学校図書館支援指導員等を活用し、

学校運営の安定化や教職員の業務負担の軽減により、教育の質的向上を実現する。 


